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等複合施設新築に伴う電気設備工事） 

議案第３６号  工事請負契約の承認について（（仮称）麻布子ども中高生プラザ

等複合施設新築に伴う空気調和設備工事） 

議案第３７号  工事請負契約の承認について（港区立麻布図書館等改築工事） 
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議案第４０号  包括外部監査契約の締結について 
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平成２４年第１回港区議会定例会議案等の概要 

 

区長報告第１号                   【総務部総務課】 

 専決処分について（損害賠償額の決定） 

 

 本件は、車両損傷事故の損害賠償額の決定について専決処分しましたの 

で、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日 平成２４年１月２４日 

 ○ 損害賠償額  １０万３，１５２円 

 ○ 概   要  平成２３年１２月１６日港区芝浦四丁目８番３号先 

の区道上において、区が管理する街路樹の枝が落下 

したことにより、駐車していた乗用車を損傷させた 

事故に伴う損害賠償です。 

 

議案第１号              【産業・地域振興支援部税務課】 

 港区特別区税条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「地方税法」に係る特例規定が設けられた「東日本大震災から 

の復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確 

保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、区民税の均等割 

額の特例に係る規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  平成２６年度から平成３５年度までの区民税の均等割 

         額を５００円引き上げます。 

         ・３，０００円 

           → ３，５００円 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第２号                 【芝地区総合支所区民課】 

 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき 

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する 

等の法律」の施行による「外国人登録法」の廃止に伴い、規定を整備する 

ものです。 

 ○ 内  容   

 （１）事務手数料を徴収する事務から「外国人登録に関する証明」を削 
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除します。 
 （２）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成２４年７月９日。ただし、（２）については、公 

         布の日 

 

議案第３号             【街づくり支援部土木施設管理課】 

 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成１８年度から実施している占用料改定の７年目の激変緩和 

措置として、道路占用料を改定するほか、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、道路占用料を１５％引き 

上げます。 

 （２）「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う 

関係政令の整備等に関する政令」の施行による「道路法施行令」の 

一部改正に伴い、規定を整備します。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 
議案第４号             【街づくり支援部土木施設管理課】 

 港区立公園条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成１９年度から実施している占用料改定の６年目の激変緩和 

措置として、公園占用料を改定するものです。 
 ○ 内  容  港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、公園占用料をお 

         おむね１５％引き上げます。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第５号             【街づくり支援部土木施設管理課】 

 港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成１９年度から実施している占用料改定の６年目の激変緩和 

措置として、公園占用料を改定するものです。 

 ○ 内  容  港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、公園占用料を 

１５％引き上げます。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 
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議案第６号                 【芝地区総合支所区民課】 

 港区住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行に伴い、規定 

を整備するものです。 

 ○ 内  容  条例で引用している住民基本台帳法の条項番号を変更 

します。 

 ○ 施行期日  平成２４年 7 月９日 

 

議案第７号                 【芝地区総合支所区民課】 

 港区印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき 

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する 

等の法律」の施行による「外国人登録法」の廃止並びに「住民基本台帳法 

の一部を改正する法律」及び「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政 

令」の施行に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象となることに伴い、 

外国人の区民の印鑑登録資格その他印鑑登録に係る必要な事項を規 

定します。 

 （２）外国人の区民に対し印鑑登録証として交付された住民基本台帳カ 

ードの有効期限について規定します。 

 （３）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成２４年７月９日。ただし、（２）については平成 

２５年７月７日、（３）の一部については公布の日 

 

議案第８号              【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 港区立福祉会館条例を廃止する条例 

 

 本案は、新橋福祉会館及び芝公園福祉会館を廃止するため、条例を廃止 

するものです。 
 ○ 施行期日  平成２４年９月１日 

 

議案第９号              【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例 
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 本案は、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正 

する法律」の施行による「介護保険法」の一部改正に伴い、規定を整備す 

るものです。 

 ○ 内  容  条例で引用している介護保険法の条項番号を変更しま 

         す。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第１０号              【子ども家庭支援部保育担当】 

 港区立保育園条例の一部を改正する条例 

 
 本案は、都営芝五丁目アパート１号棟の耐震補強工事による芝保育園の 

仮施設への移転のため、位置を変更するほか、芝公園保育園の改築工事に 

よる同保育園の仮施設への移転のため、位置を変更するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）芝保育園の位置を変更します。 

    ・芝五丁目１８番１－１０１号 

      → 芝五丁目３６番４号 

 （２）芝公園保育園の位置を変更します。 

    ・芝公園二丁目７番３号 

      → 浜松町二丁目３番２０号 

 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第１１号            【子ども家庭支援部子ども家庭課】 

 港区立児童館条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、芝公園児童館及び新橋児童館を廃止するものです。 

 ○ 施行期日  平成２４年９月１日 

 

議案第１２号            【子ども家庭支援部子ども家庭課】 

 港区立こども園条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成２２年度の所得税法及び地方税法の一部改正に伴う年少扶 

養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止による保育料への影響を生じ 

させないようにするため、保育料の算定に係る規定を改正するものです。 

 ○ 内  容  保育料の階層区分を決定するために用いている「所得 
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税」及び「区市町村民税」を改め、年少扶養控除及び 

特定扶養控除の上乗せ部分に相当する金額を控除した 

「所得税」及び「区市町村民税」で保育料が決定でき 

るよう、規定を整備します。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第１３号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区旅館業法施行条例（新規） 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「旅館業法」の一部改正 

に伴う条例制定権限の移譲により、旅館業の許可に関する基準等を定める 

ため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容  

 （１）旅館業の許可を与える際に参考とする意見を求める周辺施設を規 

定します。 

 （２）旅館業を営む者が講ずべき宿泊者の衛生に必要な措置等の基準を 

定めます。 

 （３）旅館業を営む者が宿泊を拒むことができる事由を規定します。 

 （４）旅館業の施設の構造設備の基準を定めます。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第１４号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区興行場法施行条例（全部改正） 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「興行場法」の一部改正 

に伴う条例制定権限の移譲により、興行場の設置場所及び構造設備並びに 

衛生措置の基準等を定めるため、港区興行場法施行条例の全部を改正する 

ものです。 

 ○ 内  容 

 （１）興行場の経営の許可に関する手続等を規定します。 

 （２）興行場の設置場所及び構造設備の基準を定めます。 

 （３）興行場の営業者が講ずべき衛生に必要な措置の基準を定めます。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 
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議案第１５号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区公衆浴場法施行条例（新規） 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「公衆浴場法」の一部改 

正に伴う条例制定権限の移譲により、公衆浴場の衛生措置等の基準を定め 

るため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）普通公衆浴場の設置場所の配置の基準を定めます。 

 （２）浴場業を営む者が講ずべき入浴者の衛生及び風紀に必要な措置等 

の基準を定めます。 

 （３）この条例の施行に伴い、港区立公衆浴場条例について所要の改正 

をします。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第１６号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区理容師法施行条例（新規） 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「理容師法」の一部改正 

に伴う条例制定権限の移譲により、理容師及び理容所に関する衛生上必要 

な措置等を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）理容師が業務を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を規定しま 

す。 

 （２）理容所について講ずべき衛生上必要な措置を規定します。 

 （３）理容所以外の場所において業務を行うことができる場合を規定し 

   ます。 

 （４）社会福祉施設等に理容所を開設する場合の特例を定めます。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第１７号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区美容師法施行条例（新規） 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「美容師法」の一部改正 
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に伴う条例制定権限の移譲により、美容師及び美容所に関する衛生上必要 

な措置等を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）美容師が業務を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を規定しま 

す。 

 （２）美容所について講ずべき衛生上必要な措置を規定します。 

 （３）美容所以外の場所において業務を行うことができる場合を規定し 

   ます。 

 （４）社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例を定めます。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第１８号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区クリーニング業法施行条例（新規） 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「クリーニング業法」の 

一部改正に伴う条例制定権限の移譲により、クリーニング業を営む者が講 

ずべき措置を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第１９号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区墓地等の経営の許可等に関する条例（新規） 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「墓地、埋葬等に関する 

法律」の一部改正に伴う許可権限の移譲により、墓地、納骨堂又は火葬場 

の経営の許可に関する基準等を定めるため、新たに条例を制定するもので 

す。 

 ○ 内  容   

 （１）墓地等の経営主体の要件を規定します。 

 （２）墓地等の経営の許可に関する手続等を規定します。 

 （３）墓地等の設置場所及び構造設備の基準を規定します。 

 （４）墓地等の管理者が講ずべき措置を規定します。 

 （５）墓地等を経営しようとする者が申請前に行う標識の設置、説明会 

   の開催等の事前手続を規定します。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 
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議案第２０号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例 

 （新規） 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令 

等の整備等に関する政令」の施行による「食品衛生法施行令」の一部改正 

に伴う条例制定権限の拡大により、みなと保健所に設置する食品衛生検査 

施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるため、新たに条例を制定 

するものです。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第２１号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区医療法施行条例（新規） 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「医療法」の一部改正に 

伴う条例制定権限の拡大により、専属の薬剤師を置かなければならない診 

療所の基準を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容  専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師 

が常時３人以上勤務する診療所とします。 
 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第２２号            【子ども家庭支援部子ども家庭課】 

 港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成２２年度の所得税法及び地方税法の一部改正に伴う年少扶 

養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止による保育料への影響を生じ 

させないようにするため、保育料の算定に係る規定を改正するほか、規定 

を整備するものです。 

 ○ 内  容  

 （１）保育料の階層区分を決定するために用いている「所得税」及び「 

区市町村民税」を改め、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部 

分に相当する金額を控除した「所得税」及び「区市町村民税」で保 

育料が決定できるよう、規定を整備します。 



 9

 （２）「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健 

   福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援する 

   ための関係法律の整備に関する法律」の施行による「児童福祉法」 

   の一部改正に伴い、条例で引用している同法の条項番号を変更しま 

   す。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第２３号              【保健福祉支援部国保年金課】 

 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、国民健康保険の保険料率を改定するほか、規定を整備するもの 

です。 

 ○ 内  容 

 （１）保険料率の改定 

   ※支援金分とは、後期高齢者支援金等賦課額 

 （２）保険料率の改定に伴い、保険料の減額に係る規定を整備します。 
 （３）「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健 

   福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援する 

   ための関係法律の整備に関する法律」の施行による「児童福祉法」 

   の一部改正に伴い、規定を整備します。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第２４号             【保健福祉支援部介護保険担当】 

 港区介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、第５期港区介護保険事業計画に基づき、保険料を改定するとと 

もに、平成２４年度から平成２６年度までの保険料率の特例に関する規定 

を整備するものです。 

現 行 改正案 

・所得割 

(医療分) １００分の６．１３

(支援金分)１００分の１．９６

(介護分) １００分の０．９５

・均等割 

(医療分) ３万１，２００円 

(支援金分)  ８，７００円 

(介護分) １万３，２００円 

・所得割 

(医療分) １００分の６．２８

(支援金分)１００分の２．２３

(介護分) １００分の１．１２

・均等割 

(医療分)      ３万円 

(支援金分)  １万２００円 

(介護分) １万４，１００円 
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 ○ 内  容 

 （１）保険料の改定 

・保険料の所得段階区分を現行の１１段階から１２段階とし、保 

険料を改定します。 

（２）保険料率の特例 

・保険料負担段階第３段階で公的年金等収入金額及び合計所得金 

額の合計が８０万円を超え、１２０万円以下の者について、保 

険料率を軽減します。 

・保険料負担段階第４段階で公的年金等収入金額及び合計所得金 

額の合計が８０万円以下の者について、保険料率を軽減します。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

議案第２５号                【選挙管理委員会事務局】 

 港区長選挙における記号式投票に関する条例（新規） 

 

 本案は、港区長選挙の投票方法を公職選挙法第４６条の２第１項に規定 

する記号式投票の方法とするため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第２６号                  【企画経営部財政課】 

 平成２３年度港区一般会計補正予算（第６号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第２７号                  【企画経営部財政課】 

 平成２３年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第２８号                  【企画経営部財政課】 

 平成２３年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第２９号                  【企画経営部財政課】 

 平成２３年度港区介護保険会計補正予算（第３号） 



 11

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第３０号                  【企画経営部財政課】 

 平成２４年度港区一般会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第３１号                  【企画経営部財政課】 

 平成２４年度港区国民健康保険事業会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第３２号                  【企画経営部財政課】 

 平成２４年度港区後期高齢者医療会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第３３号                  【企画経営部財政課】 

 平成２４年度港区介護保険会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第３４号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合 

施設新築工事） 

 

 本案は、（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築工事について、 

工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模   鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上４階建て 

            延べ５，０１７．９１㎡ 

 （２）契約金額    １２億４，３２０万円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から平成２６年６月２７日 

まで 

 （４）契約の相手方  港区港南二丁目１５番２号 
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            大林・京急建設共同企業体 

 

議案第３５号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合 

施設新築に伴う電気設備工事） 

 

 本案は、（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築に伴う電気設 

備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    １億８，１５３万３００円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成２６年６月２７日 

まで 

 （３）契約の相手方  港区芝公園二丁目９番５号 

            向陽電気工業株式会社 

 

議案第３６号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合 

施設新築に伴う空気調和設備工事） 

 

 本案は、（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築に伴う空気調 

和設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    ２億７９０万円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成２６年６月２７日 

まで 

 （３）契約の相手方  港区赤坂八丁目５番４１号 

            株式会社テクノ菱和港営業所 

 

議案第３７号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立麻布図書館等改築工事） 

 

 本案は、港区立麻布図書館等改築工事について、工事請負契約の承認を 

求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模   鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地上５階建て 

            延べ３，０２０．３５㎡ 
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 （２）契約金額    ８億９，６０２万３，８００円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から平成２６年５月３１日 

まで 

 （４）契約の相手方  中央区日本橋本石町三丁目３番１６号日本橋室 

町ビル 

            東レ建設・菱重エステート建設共同企業体 

 

議案第３８号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立麻布図書館等改築に伴う電気設備 

工事） 

 

 本案は、港区立麻布図書館等改築に伴う電気設備工事について、工事請 

負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    １億２，６３３万９，１５０円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成２６年５月３１日 

まで 

 （３）契約の相手方  品川区東五反田二丁目１７番１号 

            日本コムシス株式会社 

 

議案第３９号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立麻布図書館等改築に伴う機械設備 

工事） 

 

 本案は、港区立麻布図書館等改築に伴う機械設備工事について、工事請 

負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    １億７，１４１万２，５００円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成２６年５月３１日 

まで 

 （３）契約の相手方  大田区矢口一丁目４番１０号 

            日本装芸株式会社 

 

議案第４０号              【企画経営部区役所改革担当】 

 包括外部監査契約の締結について 
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 本案は、地方自治法第２５２条の３６第１項の規定に基づき、平成２４ 

年度の包括外部監査契約を締結するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約の目的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 （２）契約の相手方 公認会計士 青山伸一 氏 

 （３）契約の期間  平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

 （４）契約の金額  ９４５万円を上限とする金額 

 
議案第４１号              【保健福祉支援部国保年金課】 

 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

 

 本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定め 

るため、規約の一部を変更するものです。 

 ○ 内  容  平成２４年度分及び平成２５年度分の保険料の軽減の 

         ために、関係区市町村の一般会計から負担を求める経 

         費を規定します。 

 ○ 施行期日  平成２４年４月１日 

 



議案第２６号

　１　歳入歳出予算補正

千円 千円 千円 千円 千円

２　総　務　費 23,624,752 △ 4,317,555 19,307,197 都支出金 △ 28,939 1 危機管理体制の強化に要する追加経費を計上 131
財産収入 1,208  (1) 安全安心施設対策基金利子積立金を追加 （131 )
繰入金

２　特性を生かした文化芸術の振興に要する追加経費を計上 295
計  (1) 文化芸術振興基金利子積立金を追加 （295 )

３　港区にふさわしい行政経営の展開に要する経費の減 △ 238,671
 (1) 庁舎維持管理の減 （△140,344 )
 (2) 公有財産管理の減 （△98,327 )

４　基礎自治体として自主・自律した行財政運営の確立に要する経費の減
△ 75,114

 (1) 文書管理システム運用の減 （△41,505 )
 (2) 区議会議員選挙の減 （△33,609 )

５　区民参画の推進に要する経費の減 △ 40,156
 (1) ホームページの減 （△40,156 )

６　電子自治体の推進に要する経費の減 △ 250,030
 (1) 電子自治体推進の減 （△215,876 )
 (2) 戸籍システムの減 （△34,154 )

７　地震などの自然災害の防災対策の充実に要する追加経費の計上及び更正
782

 (1) 震災対策基金利子積立金を追加 （782 )

８　コミュニティ活動の場の整備・充実に要する経費の減及び更正 △ 248,746
 (1) 旧飯倉小学校跡地活用施設整備の減 （△248,746 )

９　区有地や区内の国公有地の有効活用に要する経費の減 △ 3,466,046
 (1)田町駅東口北地区公共公益施設整備の減 （△3,466,046 )

別表１

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

 平成23年度港区一般会計補正予算（第６号）概要

款 補　　正　　額　　の　　説　　明補正前の額

千円

△ 1,276,357

計補　正　額

△ 3,013,467

△ 3,041,198



千円 千円 千円 千円 千円

３　環境清掃費 6,336,414 △ 135,847 6,200,567 国庫支出金 １　区民、事業者、NPO及び行政が連携した環境保全活動の推進に要する
184,469 　追加経費を計上 621

財産収入 621  (1) 地球温暖化等対策基金利子積立金を追加 （621 )
繰入金 △ 256,937

２ 　リサイクル事業の推進に要する経費の減及び更正 △ 136,468
計 △ 320,316  (1) 資源化センター等機能再編整備の減 （△136,468 )

４  民　生  費 42,065,876 △ 805,508 41,260,368 国庫支出金 １　安心できる保健・医療体制の推進に要する追加経費の計上及び減
△ 729,178 並びに更正 △ 247,999

都支出金 219,001  (1)国民健康保険事業会計繰出金の減 （△259,491 )
寄附金 100  (2)国民健康保険保険基盤安定負担金過年度分償還金を計上 (11,492 )
繰入金

２ 地域で支え合う体制整備に要する追加経費を計上 56,349
計  (1)後期高齢者医療会計繰出金を追加 （56,349 )

３　介護サービス・高齢者福祉サービスの充実に要する追加経費を計上
12,228

 (1)介護保険会計繰出金を追加 (12,228 )

４　地域における自立生活を支える仕組みづくりに要する経費の財源更正

５　利用しやすさを考慮した公共公益施設の見直しに要する経費の減 △ 76,920
 (1)麻布地区子ども中高生プラザ等建設の減 (△76,920 )

６　すべての子どもが健全に成長できる家庭環境の整備に要する経費の減
及び更正 △ 518,886
 (1)子ども手当の減 (△518,886 )

７　多様な都心型保育サービスの展開に要する経費の財源更正 -

８　保育園待機児童解消の推進に要する経費の減及び更正 △ 30,280
 (1)（仮称）三田四丁目保育園建設の減 (△30,280 )

６　産業経済費 4,333,143 0 4,333,143 繰入金 1,432,914 １　円滑な資金調達へ向けた支援に要する経費の財源更正 -

７　土　木　費 12,475,030 △ 512,335 11,962,695 国庫支出金 １　人にやさしい道路網の整備に要する経費の減 △ 122,000
△ 17,338 71,620  (1)歩道整備の減 (△122,000 )

繰入金 △ 565,774
諸収入 △ 843 ２　地震に強いまちづくりに要する経費の減 △ 149,027

 (1)夕凪橋架替の減 (△149,027 )
計 △ 583,955

補　正　額　の　財　源　内　訳

千円

特　定　財　源 一　般　財　源

2,610,053

△ 64,000

△ 3,415,561

款 補正前の額 補　正　額 計 補　　正　　額　　の　　説　　明

△ 1,432,914

△ 2,905,484



千円 千円 千円 千円 千円

３　都心機能を支える道路の整備に要する経費の減 △ 86,705
 (1)都市計画道路補助７号線整備の減 （△86,705 )

４　公園等の整備に要する経費の減及び更正 △ 92,700
 (1)都市計画公園港南公園整備の減 （△92,700 )

５　安心居住の実現に向けた住まいの整備に要する経費の減 △ 61,903
 (1)シティハイツ芝浦建替の減 (△61,903 )

６　職員人件費の財源更正 -

８　教　育　費 12,250,827 △ 353,294 11,897,533 繰入金 １　学校施設等の整備に要する経費の減 △ 306,558
 (1) 小学校施設維持管理の減 （△46,834 )
 (2) 中学校施設維持管理の減 (△44,774 )
 (3) 中学校施設改修の減 (△214,950 )

２ 　身近にスポーツを楽しめる場の確保に要する経費の減 △ 46,736
 (1) 学校プール開放事業の減 （△46,736 )

10　諸支出金 605,517 13,403 618,920 財産収入 13,403 １　基礎自治体として自主・自律した行財政運営の確立に要する追加経費を計上
13,403

(1) 財政調整基金利子積立金を追加 (13,403 )

歳出合計 112,298,440 △ 6,111,136 106,187,304

千円                        千円

　国庫支出金 △ 810,516  特別区税 1,036,762
　都支出金 190,062  配当割交付金 90,000
　財産収入 15,232  地方消費税交付金 600,000
　寄附金 100  繰越金 1,068,703
　繰入金 △ 8,300,636 　計 2,795,465
　諸収入 △ 843

計 △ 8,906,601

△ 8,906,601

一　般　財　源

△ 227,234

補　正　額　の　財　源　内　訳
補正前の額 補　正　額 計

千円

△ 126,060

特　定　財　源
款 補　　正　　額　　の　　説　　明

2,795,465



歳入（財源）の内訳 （単位：千円）

補正額

特別区税 1,036,762 特別区たばこ税1,036,762

配当割交付金 90,000

地方消費税交付金 600,000

障害者福祉費△168,249、子ども手当費△556,633、国民健康保険基盤安定費△4,296

循環型社会形成推進交付金△64,000、社会資本整備総合交付金△17,338

障害者福祉費△84,124、子ども手当費18,867、国民健康保険基盤安定費17,266、後期高齢者医療保険基盤安定費14,619

災害救助費24,427、ユニバーサルデザイン整備促進事業費△53,366、障害者福祉諸費252,373

財政調整基金利子13,403、震災対策基金利子782、地球温暖化等対策基金利子621

文化芸術振興基金利子295、安全安心施設対策基金利子131

寄附金 100 ふるさと納税寄附金100

財政調整基金繰入金△5,350,582、公共施設等整備基金繰入金△2,691,131、震災対策基金繰入金△148,184

安全安心施設対策基金繰入金△126,060、国民健康保険事業会計繰入金15,321

繰越金 1,068,703 22年度の繰越金2,743,419　-　23年度既予算計上額（当初1,000,000　+　補正674,716）

諸収入 △ 843 夕凪橋仮設橋梁添架物工事費負担金収入△843

△ 6,111,136

  ２　　繰越明許費
（単位：千円）

款

６　産業経済費 　１　商工費 新製品・新技術開発支援

  ３　　債務負担行為補正

    廃　　　　止 （単位：千円）

合　　計

項

田町駅東口北地区公共公益施
設建設（昇降機設備）

平成24年度～平成26年度

平成24年度～平成25年度

5,000

△ 810,516

限度額

190,062

財産収入 15,232

款

国庫支出金

事　業　名

△ 8,300,636

補　正　の　内　訳

繰入金

都支出金

711,703

補正後

金　額

備　考

夕凪橋架替

期　間

-

事　項
補正前

期　間 限度額

759,727 -

-

夕凪橋架替工事の契約時期が平成24年度とな
るため

田町駅東口北地区公共公益施設建設における
昇降機設備工事の契約時期が平成24年度とな
るため

-



議案第２７号

　１　　歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 千円

２　保険給付費 13,440,905 △ 100,000 13,340,905 国民健康保険料 １　一般被保険者療養給付費の財源更正 -
国庫支出金
都支出金 ２　一般被保険者療養費の減 △ 50,000
共同事業交付金
繰入金 ３　一般被保険者高額療養費の減及び財源更正 △ 50,000
繰越金 569,710

３　後期高齢者 2,842,848 0 2,842,848 国民健康保険料 1,618 １　後期高齢者支援金の財源更正 -
　　支援金等 国庫支出金 △ 5,485

繰入金 3,867

５　老人保健 2,335 0 2,335 国庫支出金 △ 725 １　老人保健医療費拠出金の財源更正 -
　　拠出金 繰入金 725

６　介護納付金 1,363,230 0 1,363,230 国民健康保険料 △ 6,423 １　介護納付金の財源更正 -
国庫支出金 △ 774
繰入金 7,197

７　共同事業 2,275,535 56,529 2,332,064 共同事業交付金 １　高額医療費共同事業医療費拠出金を追加 43,274
　　拠出金

２　保険財政共同安定化事業医療費拠出金を追加 13,255

９　諸支出金 40,302 172,618 212,920 繰入金 １　国庫支出金等過年度分償還金を計上 157,297
繰越金

２　一般会計繰出金を計上 15,321

歳出合計 20,715,073 129,147 20,844,220

　　　　　千円

  国庫支出金
都支出金
共同事業交付金

　繰入金
　繰越金
　　　計

4,805
千円

129,147

△ 241,186
△ 5,613

129,147

157,297

861

補　正　額　の　財　源　内　訳 補　　正　　額　　の　　説　　明

△ 428,577

        平成23年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号）概要

15,321

56,529

585,031
△ 259,491

△ 5,613
57,390

△ 248,170



議案第２８号

　１　　歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 千円

２　広域連合 3,764,663 0 3,764,663 後期高齢者医療保険料 １　広域連合負担金の財源更正 -
　　負担金 繰入金 56,349

繰越金 64,436

歳出合計 4,137,572 0 4,137,572

議案第２９号

　１　　歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 千円

２　保険給付費 10,934,322 101,874 11,036,196 国庫支出金 １　居宅介護・予防サービス等給付費を追加 101,874
支払基金交付金
都支出金
繰入金 73,704

歳出合計 11,892,561 101,874 11,994,435

補　　正　　額　　の　　説　　明

101,874

5,842
21,651

677

        平成23年度港区介護保険会計補正予算（第３号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳

千円

千円

補　　正　　額　　の　　説　　明

△ 120,785

        平成23年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第２号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳



議案第３０号～第３３号

◆重点施策 緊急暫定保育施設 臨時(継続) 17億 8,858万円

事業数 緊急暫定学童クラブ 臨時(継続) 617万円
Ⅰ 災害に強く環境にやさしいまち 49事業 48億 8,894万円 私立認可保育所設置支援事業 臨時(継続) 1億 2,316万円
Ⅱ 将来に夢と希望を持って暮らせるまち 38事業 138億 6,773万円 児童遊園整備 臨時(継続) 4,732万円
Ⅲ 地域の活力があふれるまち 34事業 32億 6,055万円 子どもの遊び場づくり 臨時(継続) 553万円

121事業 220億 1,722万円 2 誰もが安心できる生活の実現 17事業 16億 6,742万円
重度障害児の日中一時支援事業 新規 943万円

◆重点施策の事業一覧 障害児通所支援事業 新規 1億 188万円

Ⅰ　災害に強く環境にやさしいまち 48億 8,894万円 障害者虐待防止・養護者支援事業 新規 90万円
1 災害に強いまちを実現する総合的な防災対策の推進 27事業 21億 7,011万円 障害者総合相談支援センター事業 新規 647万円
ひとり暮らし高齢者等防災用品あっせん事業 新規 2,243万円 生活保護受給者等メンタルケア支援事業 新規 630万円
障害者防災用品あっせん事業 新規 634万円 地域リハビリテーション推進事業 新規 42万円
妊産婦防災用品あっせん事業 新規 612万円 新型インフルエンザ対策行動計画改定等 臨時(新規) 51万円
緊急連絡体制等の整備（児童施設） 新規 153万円 西麻布いきいきプラザ等改築 臨時(継続) 4億 9,357万円
建築物建替等促進事業 新規 3,600万円 ひとり暮らし高齢者等熱中症予防用品配布事業 臨時(継続) 259万円
職員の防災士資格取得の推進 新規 329万円 （社福）恩賜財団母子愛育会附属愛育病院建設支援 臨時(継続) 3億 9,468万円
緊急連絡体制等の整備（放課ＧＯ→） 新規 13万円 バリアフリー化の計画的な推進 臨時(継続) 552万円
各地区防災マップ作成 臨時(新規) 2,020万円 芝地区いきいきプラザ（３館）管理運営 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 2億 3,966万円
日射調整フィルムの導入 臨時(新規) 1,730万円 コミュニティバス等福祉事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1億 2,663万円
ＡＥＤ設置施設データ作成 臨時(新規) 609万円 ひとり暮らし高齢者等見守り推進事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 7,168万円
放射能・放射線対策 臨時(新規) 2,071万円 いきいきプラザ（16館）介護予防事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1億 1,207万円
地域防災計画修正 臨時(新規) 2,490万円 二次予防事業対象者把握事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 8,490万円
災害対応マニュアルの改定 臨時(新規) 601万円 ホームヘルプサービス等利用者負担助成 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1,022万円
災害対策本部・各地区本部機能の強化 臨時(新規) 2億 2,129万円 3 子どもの個性や創造力を伸ばす教育の推進 5事業 6億 8,760万円
区有施設の防災対策の充実 臨時(新規) 7,107万円 朝日中学校通学区域小中一貫教育校建設 臨時(継続) 4億 6,734万円
災害時のボランティア受入支援 臨時(新規) 260万円 新教育センター整備 臨時(継続) 464万円
東日本大震災避難者・被災者の臨時職員雇用 臨時(新規) 5,938万円 学校ICT環境整備 臨時(継続) 2,366万円
スポーツセンター耐震補強等 臨時(新規) 1億 9,225万円 デジタル教科書本格導入 臨時(継続) 2,294万円
防災街づくり整備指針改定 臨時(継続) 2,964万円 放課後児童育成 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1億 6,902万円
シティハイツ芝浦建替 臨時(継続) 3億 5,354万円 Ⅲ 地域の活力があふれるまち 32億 6,055万円
シティハイツ六本木建替 臨時(継続) 8,326万円 1 活力に満ちた地域経済の推進 13事業 22億 3,730万円
夕凪橋架替 臨時(継続) 3億 1,434万円 港区商品モニター調査支援事業 新規 562万円
マンホールトイレ整備 臨時(継続) 640万円 オーダーメイド経営強化支援事業 新規 333万円
帰宅困難者対策 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 3,868万円 小規模事業者経営改善資金融資利子補助 新規 330万円
備蓄物資整備 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1億 2,699万円 港区観光ボランティア活動支援事業 新規 400万円
建築物耐震改修等促進事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 4億 9,655万円 港区観光インフォメーションセンター運営 臨時(新規) 849万円
緊急連絡体制等の整備（幼稚園・小中学校） ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 310万円 水辺観光推進事業 臨時(新規) 70万円

2 安全で快適な都市生活の実現 12事業 25億 3,128万円 区内共通商品券発行支援 臨時(継続) 5,000万円
（仮称）三河台公園自転車駐車場整備 臨時(新規) 2億 4万円 商店街変身戦略プログラム 臨時(継続) 550万円
アジアヘッドクォーター特区構想等の対応 臨時(新規) 1,500万円 港区ものづくり・商業観光フェアの開催 臨時(継続) 2,795万円
田町駅西口・札の辻交差点周辺地区のまちづくり 臨時(継続) 809万円 歴史観光資源の活用・促進 臨時(継続) 158万円
環状２号線周辺地区のまちづくり 臨時(継続) 1,066万円 新製品・新技術開発支援 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1,574万円
新橋駅周辺地区のまちづくり 臨時(継続) 672万円 中小企業リフレッシュ出前相談プロジェクト ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1,251万円
六本木・虎ノ門地区のまちづくり 臨時(継続) 50万円 融資事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 20億 9,858万円
土地利用現況調査 臨時(継続) 1,244万円 2 地域のつながりを大切にする施策の推進 11事業 7億 7,620万円
建築物の高さに関する指定方針策定 臨時(継続) 768万円 芝地区総合支所地域事業 3,303万円
まちづくり支援検討 臨時(継続) 285万円 麻布地区総合支所地域事業 3,821万円
公園整備 臨時(継続) 2億 3,892万円 赤坂地区総合支所地域事業 3,667万円

当初予算額（千円） 構成比（％） 構成比（％） 増減額（千円） 増減率（％） 都市計画公園整備 臨時(継続) 7億 5,370万円 高輪地区総合支所地域事業 4,476万円
103,550,000 72.8 75.9 △ 11,790,000 △ 10.2 田町駅東口北地区公共公益施設整備 臨時(継続) 12億 7,469万円 芝浦港南地区総合支所地域事業 4,302万円
21,234,709 14.9 13.6 514,489 2.5 3 港区から発信する環境都心づくり 10事業 1億 8,754万円 （仮称）虎ノ門三丁目集会室管理運営 新規 244万円
4,444,018 3.1 2.7 309,949 7.5 特別保護樹木・樹林の指定 新規 325万円 （仮称）港南区民協働スペース管理運営 新規 99万円
12,998,363 9.1 7.7 1,270,627 10.8 家庭系ごみ量の「見える化」事業 新規 46万円 新橋六丁目公共施設建設 臨時(継続) 2億 7,896万円

142,227,090 100.0 100.0 △ 9,694,935 △ 6.4 テナントの省エネ取組の推進 臨時(新規) 3,737万円 旧飯倉小学校跡地活用施設整備 臨時(継続) 2億 6,110万円
区有施設低炭素化推進 臨時(新規) 794万円 台場の新規地域交通の運行 臨時(継続) 3,497万円
環境影響評価（防風植栽の生育管理の検討） 臨時(新規) 578万円 麻布区民協働スペース管理運営 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 206万円

 Ⅰ かがやくまち （街づくり・環境） 43億4,811 万円 地球温暖化対策地域推進計画の改定 臨時(新規) 522万円 3 文化・スポーツに親しむ環境の創出 8事業 1億 7,427万円
 Ⅱ にぎわうまち （コミュニティ・産業） 23億1,057 万円 港区生物多様性地域戦略策定 臨時(新規) 1,016万円 文化芸術のちから集中プログラム 新規 515万円
 Ⅲ はぐくむまち （福祉・保健・教育） 79億7,548 万円 教育施設低炭素化推進 臨時(新規) 733万円 国際文化紹介事業 新規 104万円
 芝地区版計画書 3,303 万円 環境にやさしい行動推進事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 480万円 芝浦協働会館維持補修等 臨時(新規) 973万円
 麻布地区版計画書 3,821 万円 新エネルギー・省エネルギー機器等助成事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1億 525万円 文化芸術振興プラン策定 臨時(新規) 580万円
 赤坂地区版計画書 3,667 万円 Ⅱ　将来に夢と希望を持って暮らせるまち 138億 6,773万円 国民体育大会の準備 臨時(継続) 3,199万円
 高輪地区版計画書 4,476 万円 1 健やかな子どもの「育ち」を支える環境の整備 16事業 115億 1,271万円 麻布図書館等改築 臨時(継続) 1億 429万円
 芝浦港南地区版計画書 4,302 万円 神明子ども中高生プラザ管理運営 新規 5,353万円 旧国立保健医療科学院整備活用 臨時(継続) 940万円
            小　  　計 1億9,568 万円 神明保育園管理運営 新規 1億 6,339万円 新郷土資料館展示・運営等準備 臨時(継続) 686万円

 実現をめざして 2億  618 万円 たかはま保育園管理運営 新規 9,018万円 4 区民参画を推進する環境の整備 2事業 7,278万円
150億3,601 万円 子どものための手当 新規 32億 2,696万円 区民の声センター運営 新規 7,045万円

みなと保育サポート事業 新規 4,229万円 区議会本会議等の生中継化 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 233万円
神明子ども中高生プラザ等建設 臨時(継続) 28億 876万円
芝公園保育園等改築 臨時(継続) 2億 9,435万円

　　　　　新　　　　　　規 麻布地区子ども中高生プラザ等建設 臨時(継続) 1億 8,927万円
　　　　　臨　時　(新　規) 麻布保育園等建設 臨時(継続) 3億 2,745万円
　　　　　臨　時　(継　続) （仮称）三田四丁目保育園建設 臨時(継続) 9,957万円
　　　　　レ ベ ル ア ッ プ 港南子ども中高生プラザ等建設 臨時(継続) 22億 4,621万円
　　　　　地域事業 （新規）

＊計数については、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計などと一致しない場合があります。

合　　　計 151,922,025

237億  757万円

合　　　計 　 152事業

合　　　計

31事業
35事業
52事業
18事業
19事業

　　　 155事業

予算額

    13事業
　　58事業

39億6,043万円
16億4,847万円

143億2,854万円

4,938万円

　　 2事業

37億2,075万円

地区版
計画書

分野別
計　画

　　12事業
　　12事業
　　 9事業
　　12事業

　　46事業
　　11事業
　　35事業

別表２

23年度

施　策　名 予算額

対前年度比較

合　　　計

区　　分

区　　分

基本計画の区分

事業数

事業数

介 護 保 険 会 計

一 般 会 計 115,340,000
国民健康保険事業会計
後期高齢者医療会計

事業費

当初予算額（千円）
24年度

11,727,736

20,720,220
4,134,069

　　『東日本大震災を教訓として、災害に強いまちと安全・安心な区民生活を実現するための予算』

１　東日本大震災を踏まえ災害対策等の充実・強化をはじめ、区民の安全・安心を確保する様々な施策
   を、最優先課題とし、予算化していきます。
２　平成２０年６月の区長施政方針に掲げた区政運営に関する基本方針、区民とともにめざす６つのまち
   の姿と区政改革の方向性を踏まえた施策を確実に実施するとともに、その総仕上げに向け、予算化して
   いきます。
３　港区基本計画（後期3年）見直し方針との整合を十分図るとともに、計上する事業は着実に推進でき
   るよう予算化していきます。
４　区民の参画と協働の積極的な取組により、各種事業が、区民一人ひとりのライフステージに応じたき
   め細かなサービスとなるよう、区民生活の実情を的確に把握し、区民の視点に立って創意工夫を図って
   いくことで、区民生活のすみずみまで目の行き届いた、港区ならではの質の高い行政サービスを提供し
   ていきます。
５　限られた財源を重点施策へ集中的に配分するため、新規及びレベルアップ事業については、スクラッ
   プ・アンド・ビルドの原則を一層徹底し、事業の必要性・効率性・効果性を見極めた上で予算化してい
   きます。また、本年５月に、区民の安全・安心の更なる確保を目的に全ての事務事業について行った、
   「事務事業の見直し調査結果」を踏まえ、事業の統廃合や事業手法の見直しを確実に行うとともに、既
   存事業の再構築を進め、より優先度・重要度の高い事業を重点的に予算化していきます。
６　今後のいかなる社会経済情勢の変化にも柔軟に対応し、港区ならではの施策を将来にわたり安定的に
   推進していくため、「最少の経費で最大の効果」の基本原則を踏まえ、後年度負担にも十分配慮すると
   ともに、人件費の圧縮、経常的経費の節減などの不断の内部努力を徹底していきます。

　歳入の根幹を成す特別区民税収入は、長引く景気低迷の影響を受け、人口の増加にもかかわらず平成21
年度から減収傾向となり、24年度予算においても、23年度予算と比較して約20億円の減収を見込んでお
り、４年連続の減収という大変厳しい状況となっています。東日本大震災や欧州の政府債務危機などの影
響により、景気の先行きが依然として不透明であることから、特別区民税収入は今後も厳しい状況が続く
ことが予想されます。
　現在の区財政の状況は、経常収支比率をはじめ、財政健全化法に基づく健全化判断比率など各財政指標
が良好な数値を示しており、健全な状況を維持していますが、22年度の経常収支比率は、特別区民税収入
の大幅な減収や生活保護費の増加等に伴い、21年度と比較して8.8ポイントも悪化しており、今後、安定
した財政運営を行うに当たっては、より一層行財政改革に取り組んでいく必要があります。
　このような状況においても、区は、東日本大震災の教訓を踏まえ、区民の生命と財産を守るため、計画
的に積み立ててきた基金を効果的に活用して、区民の安全・安心の確保を最優先事項とし、災害対策の充
実・強化などの新たな行政需要に積極的に取り組むとともに、港区基本計画事業を着実に推進し、新たに
策定した港区財政運営方針のもと、新規及びレベルアップ事業については、必要性・効率性・効果性を十
分に見極めた上で予算化するとともに、既存事業についても、事業の統廃合等により再構築を進めまし
た。また、人件費の圧縮や経常的経費の節減等に積極的に取り組むなど、内部努力を徹底した予算として
編成しました。
　今後も、港区財政運営方針に掲げている３つの基本方針のもと、「次世代に過度な負担を残さない取
組」、「自主財源の積極的な確保」、「効率的・効果的な予算編成手法の確立」、「不断の内部努力の徹
底」、「区財政に関する情報の提供と活用」の５つの具体的取り組みを実施し、区民の誰もが将来にわ
たって安心できる財政運営を行い、磐石な財政基盤を確立していきます。
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